
はじめに 

条例の制定にあたって ・・・三重県青少年健全育成条例との関係について 

 

Ⅰ 「いじめ防止対策推進法（以下「いじめ法」という）」制定目的・意義について 

  法が求める最終目標は「児童等の尊厳を保持するため」 

参考資料１・参考資料２参照 

Ⅱ いじめの定義 

   参考資料３参照 

Ⅲ 「早期発見」について 

   参考資料１参照 

 ① 早期発見は、「疑われるもの」＋「軽微なもの」＋「重大事案」の全てに必要なこと 

   「いじめ法」では、事実が確定していない段階からを「いじめ防止」として捉えている

と解釈される。 

② 「いじめ法」では、法にしたがっていじめを「広く捉え」、＋「疑われるもの」全てを

含めて各学校の組織へ「報告」＋「全件組織的対応」を義務づけている 

 ③ 「いじめ法」制定以降、各学校のいじめへの措置・対応のパターンは変化している。 

   従来のパターン ・・・  【事実の確定」 → 対応】 

   いじめ法制定以降・・・・ 【まず状況に迅速・適切に対応→事実を確定】^ 

      大切なことは、児童生徒や保護者の痛み・苦しみとそれが生じた状況に向き合うことを

後回しにしないこと 

  ④ 「掘り起こし」による認知件数の増加による課題 

   文科省では、増加は肯定的・積極的に評価 

認知件数が増えることは、学校・家庭・地域の感性と教育力の高まりの証でもある 

認知について、社会（保護者・地域住民・メディア・議会等）への周知・理解が必要 

Ⅳ 相談体制の整備・充実 

① これまでにも相談窓口の整備・充実は行われてきたが、いっそうの充実が求められる 

三重県いじめ防止基本方針 p.7 （三重県が実施するいじめの防止等に関する施策「（４）

いじめに関する通報及び相談を受け付ける体制の整備」） 

② SNSの普及に伴う「相談ミスマッチ問題」（媒体のミスマッチ）（相談員のミスマッチ）（転

送のミスマッチ） 

Ⅴ 地域学校協働本部づくりを視野に入れたいじめへの組織的取組 

    参考資料３参照 

Ⅵ 子どもたち自らがいじめをなくしていく行動を育むために 

    参考資料４参照 

  

資料２ 



参考資料１ 

 

Ⅰ 「いじめ防止推進対策法」の制定目的 

◎第一条（目的） この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害

し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体

に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、・・・

（中略）・・・・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

Ⅱ「いじめ法」制定の意義と対象範囲 

◎文部科学大臣決定(平成25年10月11日/最終改訂平成29年3月14日『いじめ防止等のための基本

的な方針』p.1～p.2)/（平成26年1月29日「三重県いじめ防止基本方針」p.2） 

大人社会のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどといった社会問題も，いじめと同じ地

平で起こる。いじめの問題への対応力は，我が国の教育力と国民の成熟度の指標であり，子供が

接するメディアやインターネットを含め，他人の弱みを笑いものにしたり，暴力を肯定していると受け

取られるような行為を許容したり，異質な他者を差別したりといった大人の振る舞いが，子供に影響

を与えるという指摘もある。 

いじめから一人でも多くの子供を救うためには，子供を取り囲む大人一人一人が，「いじめは絶対に

許されない」，「いじめは卑怯な行為である」，「いじめはどの子供にも，どの学校でも，起こりうる」と

の意識を持ち，それぞれの役割と責任を自覚しなければならず，いじめの問題は，心豊かで安全・

安心な社会をいかにしてつくるかという，学校を含めた社会全体に関する国民的な課題である。こ

のように，社会総がかりでいじめの問題に対峙するため，基本的な理念や体制を整備することが必

要であり，平成２５年６月，「いじめ防止対策推進法」が成立した。 

Ⅲ 「早期発見」における「疑わしいもの」について 

◎「いじめ法」のいじめに対する措置 並びに「三重県いじめ防止基本方針 p.5」 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児

童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる

ものとする。 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受け

ていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措

置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

◎「いじめ法」 第五章 重大事態への対処 / 「三重県いじめ防止基本方針」p.12 

第二十八条 ・・・・（略）・・・・・ 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい

る疑いがあると認めるとき 





この宣言文は、平成２５年度小山市いじめ等防止市民会議にて作成されたものです。

市民会議には、市内の多くの教育関係機関（団体）が参加し、顧問や委員として

「いじめ撲滅・いじめゼロ」に向けての真剣な協議が行われる中、

地域の大人は、子どもたちのために何ができるのか、また、今一度、子どもの手本となるよう

襟を正して生活していこうという願いや決意のもと作成された宣言文です。

ぜひ、市民の皆様のお力添えをいただき、

多くの方々に周知していただければ、幸いに存じます。

小山市いじめ等防止市民会議 参加教育関係機関（団体）

小山警察署 小山市顧問弁護士 小山市自治会連合会 栃木人権擁護委員協議会第二部会

小山市スポーツ少年団 小山市障がい者生産活動協議会 小山市民生委員児童委員協議会

小山市PTA連合会 小山市校長会 小山市青少年健全育成連絡協議会

小山市青少年育成指導員協議会 小山市青少年相談室 小山市社会教育指導員会

鷗小山市社会教育委員会 小山市女性団体連絡協議会 白 大学未来創造ネットワーク

宇都宮大学

協力関係各課等：小山市人権推進課 男女共同参画課 生活安心課 こども課

小山市体育協会

事務局 ：小山市教育委員会 生涯学習課 学校教育課 教育総務課



参考資料３ 

 

 

 



 

 
 



 



 

 

 

参考資料４ 



 

 

 

 


